
○法制上の問題点
・二重処罰の禁止（憲法第３９条）に抵触しな
い課徴金の在り方
・行政の一般原則に係る適切な統制（比例原
則，平等原則，予見可能性・透明性の確保
等）
・他法令制度との整合性 等
○政策上の考慮要素
・機動的な課徴金の算定・賦課
・法人処罰の必要性
・新たな制度に応じた手続保障の在り方 等

平成２８年２月 第１回会合 運営・進め方，公取委の説明

平成２８年３月～５月 第２～５回会合 関係者からのヒアリング

平成２８年６月 第６回会合 論点整理

平成２８年７月～８月 各論点に対する意見募集（８月末期限）

平成２８年９月～ 各論点についての検討のための会合

（※）各会合の配付資料，議事概要及び議事録は，公正取引委員会のウェブサイト
に随時掲載。
http://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/dkkenkyukai/dokk
inken-kaisai.html

昭和５２年度に課徴金制度が導入されて約４０年が経過したところ，その後の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化・複雑化を踏まえ，課徴金制度の在

り方について検討を行うため，公正取引委員会において，各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」を開催（座長：岸井大太郎法政大学法学部教授）。

２－１ 課徴金制度の見直し（独占禁止法研究会の開催について）

２ 独占禁止法研究会の開催状況及び今後の予定 参考

（注）カルテル・私的独占等の違反行為を行った事業者に対しては，課徴金と併せて刑事罰が科され得る。

３ 独占禁止法研究会における検討内容

基本的な考え方
○事業者の経済活動や企業形態のグローバル
化・多様化・複雑化は一層進展しており，現行
課徴金制度では事業活動の実態を反映せず
適正に対応できていない場面が生じている。
○独占禁止法違反行為に対して，事業者の調査
への協力・非協力の程度等を勘案して，公正
取引委員会の専門的な判断により課徴金額を
決定する仕組みが存在せず，事業者が調査協
力を行うインセンティブがない。
○経済活動のグローバル化が進展する中，我が
国の課徴金制度と諸外国の制度との国際的整
合性を向上させる必要がある。

制度見直しの視点

○諸外国における標準的な制裁金等の制度にお
いては，当局が事案に応じて様々な事項（違反
行為の重大性，事業者の支払能力，調査への協
力・非協力程度等）を勘案して，当局の裁量によ
り違反行為に対応した適正な水準の額を決定す
る仕組みが採用されているため，左記のような問
題は基本的に生じていない。
○このため，我が国においても，諸外国における
標準的な制裁金等の制度を参考としつつ，我が
国の法体系との整合性を踏まえて，課徴金制度
の在り方を見直すべきではないか。

見直しの制約となる問題点等

１ 独占禁止法研究会の開催趣旨



一般からの意見募集の実施一般からの意見募集の実施

「課徴金制度の在り方に関する論点整理」に係る意見募集について

平成２８年７月１３日
公正取引委員会

独占禁止法研究会（座長：岸井大太郎法政大学法学部教授）では，
平成２８年２月以降，課徴金制度の在り方について検討を行っていま
す。

このたび，独占禁止法研究会では，これまでの研究会における議
論や学識経験者，関係団体等からのヒアリング結果等を踏まえ，今
後検討すべき論点をまとめた「課徴金制度の在り方に関する論点整
理」を公表し，下記のとおり，広く国民の皆様から，示された各論点に
対する御意見，制度設計の方針や具体案，今後の検討に際して参考
となる情報等を募集することとしました。

今後，独占禁止法研究会においては，お寄せいただいた御意見等
を踏まえつつ，「課徴金制度の在り方に関する論点整理」に基づき，
各論の検討を詳細に行っていくこととしています。

記
１ 募集対象
「課徴金制度の在り方に関する論点整理」

２ 資料入手方法
(1) 電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載
(2) 公正取引委員会のホームページに掲載
(3) 公正取引委員会事務総局経済取引局企画室（東京都），各地
方事務所（札幌市，仙台市，名古屋市，大阪市及び福岡市）及び
支所（広島市及び高松市）並びに内閣府沖縄総合事務局総務部
公正取引室（那覇市）において配布又は供覧

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企画室
電話 ０３－３５８１－５４８５（直通）
ホームページ http://www.jftc.go.jp

課徴金制度の在り方に関する
論点整理（概要）

課徴金制度の在り方に関する
論点整理（概要）

１ 不当な取引制限に対する課
徴金の算定・賦課方式
（１）課徴金の算定基礎
（２）課徴金の基本算定率
（３）課徴金の加減算

（４）調査協力インセンティブを高め
る制度

（５）和解制度
（６）課徴金の賦課方式

２ 行為類型による相違

３ 課徴金制度の法的位置づけ
（１）課徴金制度の基本的性格（法
的性格・制度趣旨）

（２）新制度と刑事罰との関係

（３）新制度と民事損害賠償金等との
関係

４ 調査妨害行為に対するペナ
ルティー

５ 新制度に見合った手続保障
（１）事前手続
（２）防御権

６ 新制度全体の検証
（１）課徴金額の水準
（２）課徴金の透明性・機動的発動性
（３）全体検証

硬直的な算定・賦課方式，調査協力インセンティブの欠如，国際標準制度
からの乖離といった問題を解消する観点から，諸外国における標準的な制
裁金等の制度を参考としつつ，現行の課徴金制度を見直す必要がある。

検討の際は，①公正取引委員会による適正な運用の確保，②我が国に
おける憲法上の要請や法体系・法理論との整合性，③課徴金の機動的発
動性の確保に留意する必要がある。

問題を解消するための具体的な改正方法として，①法定の算定・賦課方
式の要素・要件の追加・削除・見直しを行う，②経済・社会環境の変化に機
動的に対応するために具体的な内容は政令・規則等に委任する，③公正取
引委員会の専門的な判断に委ねるといった選択肢があり得ることに留意す
る必要がある。

論 点

見直しの必要性

見直しの留意点

２－２ 課徴金制度の見直し（論点整理について）








































